
高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への定住・移住促進及び本市内の空き家の活用と流通の

促進を図ることを目的に、本市内の良質な空き家を購入した子育て世帯等に対

して、空き家の購入費用の一部について、高石市子育て世帯及び若年者世帯空

き家活用定住支援事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内におい

て交付することについて、高石市補助金等交付規則（昭和 57 年高石市規則第 14

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 空き家 ６月以上居住その他使用実績がない住宅（居住の用に供された実

績があるものに限る。）及び当該住宅の敷地に供される土地をいう。 

(2) 子育て世帯 申請する年度の４月１日時点において所有者（配偶者等がい

る場合にあっては、所有者又は配偶者等）が同居する満 18 歳未満の子を扶養

している世帯をいう。 

(3) 若年者世帯 申請する年度の４月１日時点において所有者及び配偶者等が

同居している世帯であって、かつ、当該所有者又は配偶者等のいずれかの年

齢が満 39 歳以下である世帯をいう。 

(4) 建物状況調査 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第 34 条の２

第１項第４号に規定する建物状況調査その他の建物の状況が分かる調査をい

う。 

(5) 所有者 第３条に規定する補助対象住宅について、単独で所有権を有する

個人又は配偶者等のみと所有権を共有する個人をいう。 

(6) 配偶者等 所有者の配偶者若しくは届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者又は所有者と共に大阪府パートナーシップ宣誓書受領証その

他同種の証明書の交付を受けている者をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次に掲げる

要件の全てを満たすものとする。 

 (1) 購入時点において次のいずれにも該当する空き家であったこと。 

  ア 売却するために売主が宅地建物取引業者（宅地建物取引業法第２条第３

号に規定する宅地建物取引業者をいう。）と媒介契約（同法第 34 条の２第

１項に規定する媒介契約をいう。）を締結したものであって、当該媒介契約

を締結した後６月を経過しても売却に至っていなかったものであること。 

  イ 建築工事が完了した日から起算して１年以上経過したものであること。 

(2) 市長が別に定める方法により耐震性能を有していることを確認することが

できるものであること。 

(3) 建物状況調査が実施されているものであること。 



(4) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第９条第１項又は第７項の規定に

よる命令を受けていないものであること。  

(5) 一戸建ての住宅（住宅部分と住宅以外の用途に供する部分が構造的にも機

能的にも一体を成して分離し難いものである場合にあっては、住宅以外の用

に供する部分の床面積が総床面積の２分の１未満であるものに限る。）分離し

がたいものであること。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 補助対象住宅の所有者であって、かつ、申請する年度又はその前年度中に

おいて当該補助対象住宅を購入した者であること。 

(2) 所有者の属する世帯（以下「所有者世帯」という。）が子育て世帯又は若

年者世帯に該当すること。 

(3) 所有者世帯の世帯員全員が次に掲げる要件の全てに該当すること。 

ア 補助対象住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81

号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。 

イ 本市の課する市税を滞納していないこと。 

ウ 高石市暴力団排除条例（平成 24 年高石市条例第 20 号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は第２条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、所有者を補助

対象者としない。 

(1) 所有者世帯の世帯員に既に本補助金の交付を受けたことがある者がいる場

合 

(2) 所有者世帯の世帯員の３親等内の親族から補助対象住宅を購入した場合 

(3) 補助対象住宅について、所有者及び配偶者等以外の者を債務者とする抵当

権が設定されている場合 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象住宅の購入に要した費用のうち、土地代金及び建物代金（消費税及び地

方消費税相当額を除く。）の合計額とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（1,000 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）又は 2,000,000 円のいずれか少ない

方の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、高石市子育て世帯及び若

年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１

号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 



(1) 世帯員全員の氏名及び世帯主との続柄が記載された住民票の写し（申請日

前３月以内に交付されたものに限る。） 

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し及び売買契約書の写し 

(3) 補助対象住宅に係る建物及び土地の登記事項証明書（申請日前３月以内に

交付された全部事項証明書に限る。） 

(4) 耐震性能を有することを確認することができる書類 

(5) 建物状況調査の結果を確認することができる書類 

(6) 補助対象住宅が６月以上居住その他使用実績のない住宅であったことを確

認することができる書類 

(7) 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証その他同種の証明書の交付を受けて

いる場合にあっては、大阪府パートナーシップ宣誓書受領証等の写し 

(8) 高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業関連調査に関す

る同意書（様式第２号） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請の受付は、毎年４月１日から翌年２月末日までの期間

に行うものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係る

内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高石市子育て世

帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付決定通知兼確定通知書

（様式第３号）により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知

するものとする。 

２ 前項の規定による審査により、補助金の不交付を決定したときは、高石市子

育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金不交付決定通知書（様

式第４号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要が

あると認めるときは、これに必要な条件を附することができる。 

（補助金の請求） 

第９条 申請者は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やかに高石

市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付請求書（様式

第５号）により、市長に補助金の交付を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を

審査し、適当と認めるときは、当該請求をした者に対し補助金を交付するもの

とする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとした

とき。 



(2) 補助金の交付決定の際に附した条件に違反したとき。 

(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、高石市子

育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付決定取消通知書

（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、高石市子育て世帯及

び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金返還命令書（様式第７号）によ

り、期限を定めてその返還を命じることができる。 

 （管理等） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、補助対象住宅を市長の承認を受けないで

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならない。ただし、補助金の交付を受けた日から起算して 10 年を経過

した場合は、この限りでない。 

（申請者に対する指導） 

第１４条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、必要があると認

める場合、申請者に対し、報告を求め、必要な指導及び助言をすることができ

る。 

（協力） 

第１５条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業の効果検証及び市

が取り組む住宅施策の推進に係る事項について協力を求めることができる。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年４月１日以降に補助対象

住宅を購入した者について適用する。 

 


